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第１章．特定事業計画策定にあたって 

１．基本構想策定の背景と経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※）一人ひとりが、高齢者や障害者などが感じている困難を自らの問題として認識すること。 
 

 

 

 

日野市交通バリアフリー基本構想(H17(2005)年～H22(2010)年) 

日野市ユニバーサルデザインまちづくり推進計画(H24(2012)年～R3(2021)年) 

(第二次日野市バリアフリー基本構想) 
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※バリアフリー法に基づく「基本構想」策定の主目的は、「既存施設等の改修」です。 

 移動等円滑化基準への適合義務が課されない「既存施設等」は、基本構想に“特定事
業”として定めることで、特定事業を実施する者に、特定事業計画の作成とこれに基づ
く事業の実施義務が課せられ、改修が行われます。 

 既存施設等を“あとから”“改修”するため、第三次日野市“バリアフリー”特定事業
計画と名称を付しています。なお、改修に当たっては可能な限りユニバーサルデザイン
の基準や考え方に準拠し行われます。 

 

 
 
 
 
 
 

第二次日野市ユニバーサルデザインまちづくり推進計画(R4(2022)年～R13(2031)年) 

(日野市移動等円滑化促進方針・第三次日野市バリアフリー基本構想) 
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２．特定事業計画策定の趣旨 

基本構想が作成されたときは、当該基本構想に即して特定事業を実施するための計

画(特定事業計画)を作成し、これに基づき特定事業を実施するものとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特定事業計画で定める事項 

 

 

 

 

 

  

●公共交通特定事業計画 

 

●道路特定事業計画 

 

●都市公園特定事業計画 

 

●建築物特定事業計画 

 

●交通安全特定事業計画 

 

●教育啓発特定事業計画 

 

 

 

 

第二次日野市ユニバーサルデザインまちづくり推進計画(R4(2022)年～R13(2031)年) 

(第三次日野市バリアフリー基本構想) 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法) 

に基づく重点的かつ一体的な推進 

【本計画】    第三次日野市バリアフリー特定事業計画(～R13(2031)年) 

 


